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�愛媛県規則第１号
審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関

する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬

に関する規則の一部を改正する規則

審議会、審査会等の委員その他これに準ずる者の報酬に関

する規則（昭和２８年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように

改正する。

別表中「四国西南地方総合開発審議会委員」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第１０８号
次に掲げる告示は、廃止する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 地方総合開発区域設定（昭和２６年３月愛媛県告示第１６３

号）

� 四国地方総合開発審議会規約（昭和２６年３月愛媛県告示

第１６４号）

�������
�愛媛県告示第１０９号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

（昭和４２年法律第１４９号）第３５条の６第１項の規定により、

次のとおり液化石油ガス販売事業者を認定した。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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規 則
氏名又は名称 代表者の氏名 住 所 認 定

年 月 日

西宇和農業協同
組合 柳 澤 玉 久 八幡浜市江戸岡一丁目

１２番１０号
平成１８年
１月１１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０２０１２４５ 有限会社アクティブラ
イフ

愛媛県今治市阿方甲１３
１７－１ 通所介護 アクティブライフデイ

サービスハウス夢
愛媛県今治市阿方甲１８
３－１ 平成１７年１２月１日

３８７０３００８６４ 有限会社三幸 愛媛県南宇和郡愛南町
家串９３０番地

認知症対応型共
同生活介護 グループホームつしま 愛媛県宇和島市津島町

高田甲８３の１ 平成１７年１２月１日

３８７０４００５４０ 株式会社ベルワイド 愛媛県八幡浜市字新町
２７２番１

特定施設入所者
生活介護

おるｄｅ新町介護付有
料老人ホーム

愛媛県八幡浜市字新町
２７２番１ 平成１７年１２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１７３０号 平成１８年１月３１日

平成１８年１月３１日火曜日 第１７３０号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１１１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事

業所の所在地を変更した旨の届出があった。

３８７０１０５４２０ 有限会社きぬやまの里 愛媛県松山市中村二丁
目８番２７号 通所介護 デイサービスなかむら 愛媛県松山市中村二丁

目８番２７号 平成１７年１２月２日

３８７０４００５５７ 株式会社ベルワイド 愛媛県八幡浜市字新町
２７２番１ 通所介護 おるｄｅ新町デイサー

ビスセンター
愛媛県八幡浜市字新町
２７２番１ 平成１７年１２月５日

３８７０７００５０１ 有限会社和みの会 愛媛県大洲市新谷乙９１
７番地１

認知症対応型共
同生活介護

グループホーム春のう
らら

愛媛県大洲市新谷乙９１
７番地１ 平成１７年１２月５日

３８７０１０５４３８ 有限会社アイエムユー 愛媛県松山市居相三丁
目１４－１８ 訪問介護 訪問介護事業所アロハ

居相
愛媛県松山市居相三丁
目１４－１８ 平成１７年１２月１２日

３８７０１０５４７９ 日本ケアシステム株式
会社

愛媛県松山市二番町一
丁目５番地７ 通所介護 デイサービスセンター

よろこび
愛媛県松山市堀江町甲
２０８２－１ 平成１７年１２月１６日

３８７０１０５４８７ 医療法人福井整形外科
麻酔科

愛媛県松山市久米窪田
町７８４番地１

認知症対応型共
同生活介護 グループホーム杜の里 愛媛県松山市鷹子町１８

５番地１ 平成１７年１２月２０日

３８７１４００２６７ 株式会社新風会
愛媛県大洲市徳森野田
１４７７番地１ブレスロー
ビル４階

認知症対応型共
同生活介護 グループホーム蒼月 愛媛県西予市宇和町岡

山５４５番地 平成１７年１２月２６日

３８７０１０５５１１ 有限会社葵星 愛媛県松山市小栗一丁
目５番５号 通所介護 デイサービスセンター

あおいほし
愛媛県松山市小栗一丁
目５番５号 平成１７年１２月２８日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０５４４６ 有限会社アイエムユー 愛媛県松山市居相三丁
目１４－１８ 居宅介護支援 居宅介護支援事業所ア

ロハ居相
愛媛県松山市居相三丁
目１４－１８ 平成１７年１２月１２日

３８７０１０５５０３ 有限会社葵星 愛媛県松山市小栗一丁
目５番５号 居宅介護支援 居宅介護支援事業所あ

おいほし
愛媛県松山市小栗一丁
目５番５号 平成１７年１２月２８日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０５００６５３ 株式会社サン 愛媛県新居浜市久保田
町１－８－１２ 訪問介護 株式会社サン訪問介

護サービス
愛媛県新居浜市中
須賀町１－４－２４

愛媛県新居浜市久
保田町３－３－２８

平成１７年
１２月２日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７３１０００２２ 医療法人弘仁会 愛媛県西条市三津屋南
９－１０

居宅介護
支援

丹原町在宅介護支
援センター

ケアプランセンタ
ーあすか

愛媛県西条市丹原町
古田１６７－１

平成１７年
１２月１日

愛 媛 県 報平成１８年１月３１日 第１７３０号
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�愛媛県告示第１１５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

フレスポ松山中央店

松山市中央２丁目７０番地１外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社建匠アシスト

松山市衣山五丁目７２３番地５

代表取締役 野間建作

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

・株式会社西松屋チェーン

兵庫県姫路市飾東町庄２６６番地１

代表取締役 大村禎史

・大黒天物産株式会社

岡山県倉敷市堀南７０４番地５

代表取締役 大賀昭司

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１８年６月２８日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，３２７．８９平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１０２台

イ 駐輪場の収容台数

１０１台

ウ 荷さばき施設の面積

１４４．５５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

４９．８１５立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

・大黒天物産株式会社：２４時間

・株式会社西松屋チェーン：開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後８時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

・大黒天物産株式会社：午前６時から午後１０時まで

・株式会社西松屋チェーン：午前９時から午前１２時ま

で

２ 届出年月日

平成１７年１２月２７日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の

とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１１６号
松山市南吉田町土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 松山市南吉田町土地改良区土地改良事業（維持管理）

変更計画書の写し

� 松山市南吉田町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月１日から２月２８日まで

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護支援
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８７０５００６７９ 株式会社サン 愛媛県新居浜市久保田
町１－８－１２

居宅介護
支援

株式会社サン居宅介
護支援事業所

愛媛県新居浜市久
保田町１－８－１２

愛媛県新居浜市久
保田町３－３－２８

平成１７年
１２月２日

愛 媛 県 報平成１８年１月３１日 第１７３０号

５９
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３ 縦覧場所

松山市役所

�������
�愛媛県告示第１１７号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補

助土地改良事業（かんがい排水）・横通地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・横通地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に

関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１８年２月１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１１８号
東温市樋口土地改良区営県単独土地改良事業日吉谷地区の

換地計画認可申請は、適当と決定したので、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第５２条の２第４項において準用する同

法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に

供する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１８年２月１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

東温市役所

�������
�愛媛県告示第１１９号
県営中山間地域総合整備事業南宇和地区（中川工区）の換

地計画を定めたので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第５項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書

２ 縦覧期間

平成１８年２月１日から２月２８日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場一本松支所

�愛媛県告示第１２０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第１１６０８号 平成１４年
７月４日 八塚鉄工建設� 八塚 玲治 今治市宮窪町宮窪２２６８ 平成１７年１２月１日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１３）第１４７３４号 平成１３年
４月２７日 山本産業 山本 昭三 松山市畑寺３－１４－２７ 平成１７年１２月５日

土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１５）第１４０９７号 平成１５年
９月１８日 �環境設計設備 森 朋茂 東温市樋口１１５８－４ 平成１７年

１２月６日 管工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１０４８０号 平成１４年
４月８日 �菅野明電気 菅野明比己 松山市水泥町１１９９－１１ 平成１７年１２月８日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１２９９５号 平成１５年
３月１０日 セイケ電気 清家 志郎 北宇和郡鬼北町大字生

田３４
平成１７年
１２月９日

電気工事業
管工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１６）第１５５５６号 平成１６年
６月１４日 篠崎商会 篠崎 禎昭 松山市太山寺町７１４－

１
平成１７年
１２月１５日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１４０２９号 平成１５年
６月８日 三好塗装 三好 賢一 四国中央市金生町山田

井１１４１－１
平成１７年
１２月１６日 塗装工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１２）第５８７５号 平成１２年
１２月２２日 高橋建築 高橋 国廣 西予市宇和町明間１００９ 平成１７年１２月２０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１２）第１４６８４号 平成１３年
１月１５日 �松本組 松本 龍次 大洲市柚木４８２－４ 平成１７年

１２月２０日

建築工事業
石工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第１５７７５号 平成１７年
７月８日 �山重組 山内 一臣 西予市宇和町新城１０１５ 平成１７年１２月２０日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止
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�愛媛県告示第１２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１６）第１１０９８号 平成１６年
６月１４日 西崎電気水道 西崎 良文 南宇和郡愛南町御荘平

城６５９
平成１７年
１２月２１日

土木工事業
電気工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１２）第１３３１５号 平成１３年
２月２０日 阿部岩工業 阿部 岩男 今治市国分２－１－５１ 平成１７年１２月２６日

土木工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１６）第９７５８号 平成１７年
３月４日 みやこ建装� 宇都宮藤眞 松山市古川北１－１１－

１
平成１７年
１２月２８日 屋根工事業 建設業の廃止

（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市中之庄町字土山乙１００番６から

同市中曽根町字新林乙３３８番１４まで

旧 ４．６～５１．６ ０．７２３

新 ４．６～５１．６
１４．９～１０８．７

０．７２３
０．５９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市中之庄町字土山乙１００番６から

同市中曽根町字新林乙３３８番１４まで

平成１８年２月２日
１７：００

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線 今治市大西町九王甲２４８２番１１
旧 １７．４～１７．８ ０．０１３

新 １９．５～２２．８ ０．０１３

〃 〃
今治市大西町九王甲２４３８番から

同町九王甲２４３０番２まで

旧 ２０．５ ０．０１７

新 ２０．５～２９．０ ０．０１７
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訓 令

選挙管理委員会告示

公営企業公告

�������
�愛媛県告示第１２５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市西大洲字ヤスバ甲５３６番１、甲５３８番１、甲５４０

番１、甲５４５番１、甲５４５番４及び甲５４６番３

２ 申請人の住所氏名

大洲市東大洲１３７番

トミナガ不動産有限会社 代表取締役 冨永 邦茂

３ 図面省略

�愛媛県訓令第１号
庁 中 一 般

地 方 局

保 健 所

愛媛県保健所処務規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成１８年１月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県保健所処務規程の一部を改正する訓令

愛媛県保健所処務規程（昭和２６年愛媛県訓令第５号）の一

部を次のように改正する。

第４条第２項第９号中「同部３の項第１１号」を「同部４の

項第１１号」に改め、同条第４項中「６の部３の項」を「６の

部４の項」に改める。

別表環境保全課の表６の部１の項中�の次に次のように加
える。

� 廃止の届出の受理（第１１条の２） ○

別表環境保全課の表６の部４の項事項の欄中「浄化槽清掃

業者」の下に「、浄化槽保守点検業者、浄化槽管理士」を加

え、同項を同部５の項とし、同部３の項を同部４の項とし、

同部２の項�同欄中「改善措置」を「保守点検又は清掃につ
いての改善措置」に改め、同項�を同項�とし、同項�同欄
中「助言」を「保守点検又は清掃についての助言」に改め、

同項中�を�とし、�を�とし、�の前に次のように加える
。

� 水質検査についての指導及び助言（第
７条の２第１項、第１２条の２第１項）

○

� 水質検査についての勧告（第７条の２
第２項、第１２条の２第２項）

○

� 水質検査命令（第７条の２第３項、第
１２条の２第３項）

○

別表環境保全課の表６の部中２の項を３の項とし、１の項

の次に次のように加える。

２ 水質検査に係る報告書の受理（第７条第
２項、第１１条第２項）

○

附 則

この訓令は、平成１８年２月１日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第６号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及

び第４項第２号（他の法令において準用され、又は例による

こととされている場合を含む。）の規定により、次の施設を

不在者投票のできる施設として指定した。

平成１８年１月３１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年１月３１日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

松山市北持田町１２８番５

宅地

１４６．９０平方メートル

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第６４号

平成１８年１月１３日

東温市南方字八幡森２０７０番４、２０７０番５、２０７０番６、２１０４番２、２１
０４番３、２１０５番３、２１０６番３、２１０７番３、２１０７番４、２１０９番６、２１
１５番４、２１１６番７、２１１６番９、２１０５番３地先水路、２１０６番３地先農
道、２１０９番６地先農道、２１０９番６地先水路及び２１１６番７地先農道

松山市北土居町４１９番地２
株式会社上浮穴産業
代表取締役 西 岡 貞 夫

施設の種類 施設の名称 所 在 地

特別養護老人ホ
ーム

特別養護老人ホ
ーム玉泉 伊予郡松前町北川原３３番地１

軽費老人ホーム ケアハウス玉泉 伊予郡松前町北川原３３番地１
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愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

平成１８年２月２７日（月）午後２時

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１８年３月６日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県公営企業管理局大会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管

理規程第９号）第１７６条において例によることとされる

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

する。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年１月３１日 印刷
平成１８年１月３１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円６４
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